
課徴金制度における被害回復の制度設計案（イメージ）

ステップⅠ ： 自主返金

事業者は、違反行為に係る商品又は役務の購入者のうち、取引額も個別に特定でき
る者を対象として、適正な返金手続を適切に履行する。
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返金手続開始時点に返金額等を個別に特定できる返金対象者

(a) 必要な情報をあらかじめ周知
(b) 明らかに不当な申請を行う場合を除き、

返金を実施
(c) 返金の手段は金銭の交付のみ
(d) 各返金対象者に、各人に係る売上額に

課徴金算定率を乗じた金額以上の金額を
返金

(e) 返金期限が不当でない

周知後、
適正に返金

課徴金の免除

ステップⅡ ： 寄附

事業者は、課徴金額から返金合計額を差し引いた額以上の寄附を行う。
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消費者問題に関する
深い知見に基づき助
成対象を選定するこ
とが可能

景表法に関する消費者
被害の防止や回復のた
めの活動資金に充てる
ための助成金を交付
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（独）国民生活
センター
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事業者が、ⅠからⅢまでの要件を満たす場合は、課徴金を免除する。

返金合計額が課徴金額未満の場合

課徴金額か
ら返金合計
額を差し引い
た額以上を

寄附

返
金
合
計
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が
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金
額
以
上
の
場
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ステップⅢ ： 期日までに報告

※（独）国民生活センター法の改正が必要。助成業務につき、その他の業務と別区分の経理が必要。
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